
関西看護医療大学公的研究費の取扱いに関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、関西看護医療大学 （以下「本学」という。) における公的研究費の取

扱いに関し必要な事項を定めるものとする。  

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 公的研究費 公的機関等から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金

をいう。 

(２) 部局 看護学部、大学院看護学研究科、附属図書館、看護診断研究センター及び事務

局をいう。 

(３) 最高管理責任者 本学全体を統括し、公的研究費の管理及び運営について、最終責任

を負う者をいう。 

(４) 統括管理責任者 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の管理及び運営について、本

学全体を統括する実質的な責任及び権限を有する者をいう。 

(５) コンプライアンス推進責任者 部局における公的研究費の管理及び運営について、実

質的な責任及び権限を有する者をいう。 

(６) 研究者等 本学の教職員その他本学の公的研究費の管理及び運営に関わる全ての者

をいう。 

(７) 研究代表者等 本学の研究者であって、当該研究を実施する研究代表者及び当該研究

代表者から公的研究費の配分を受けた研究分担者をいう。 

 

（責任者） 

第３条 最高管理責任者は、学長をもって充てる。 

２ 統括管理責任者は、学校法人関西看護医療大学の理事を兼務する事務局長をもって充てる。 

３ コンプライアンス推進責任者は、部局の長をもって充てる。 

 

（職名の公開） 

第４条 理事長は、前条各項の責任者を置いたとき、又はこれを変更したときは、その職名を

公表するものとする。 

 

（最高管理責任者） 

第５条 最高管理責任者は、本学の不正防止対策の基本方針（以下「基本方針」という。）を策

定し、及び周知するとともに、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任をも

って公的研究費の管理及び運営が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するものとする。 

２ 最高管理責任者は、前項に定めるもののほか、自ら部局等に対し、不正防止に向けた取組

を推進するとともに、定期的に啓発活動を行い、研究者等の意識の向上及び浸透を図るもの

とする。 

 

（統括管理責任者） 

第６条 統括管理責任者は、本学の不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、



基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定し、及び実施し、並びにコンプライアン

ス推進責任者に対策の実施を指示するとともに、当該実施状況を確認し、定期的に最高管理

責任者に報告しなければならない。 

 

（コンプライアンス推進責任者） 

第７条 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行わ

なければならない。 

(１) 部局における対策を実施し、及び実施状況を確認するとともに、当該実施状況を統括

管理責任者に定期的に報告すること。 

(２) 不正防止を図るため、研究者等に対して、自身が取り扱う公的研究費の使用ルール及

びそれに伴う責任並びに不正行為の範囲の理解を高めること等を目的とするコンプライ

アンス教育を実施するとともに、受講状況の管理監督及び理解度の把握を行うこと。 

(３) 部局において、定期的に啓発活動を実施すること。 

(４) 研究者等が適切に公的研究費の管理及び執行を行っているか等をモニタリングし、必

要に応じて改善を指導すること。 

 

（コンプライアンス教育） 

第８条 研究者等は、前条第２号に規定するコンプライアンス教育を受講しなければならない。 

 

（行動規範） 

第９条 最高管理責任者は、公的研究費の不正使用を防止するため、公的研究費の使用に関す

る行動規範を策定し、研究者等に周知するものとする。 

 

（誓約書） 

第１０条 研究者等は、法令及び行動規範の遵守並びに公的研究費を不正使用しない旨等の誓

約書を最高管理責任者に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する誓約書は、原則として、本人が署名しなければならない。 

３ 第１項に規定する誓約書の提出がない場合は、公的研究費を申請することができず、また、

その管理及び運営に関わることができない。 

 

（公的研究費の管理及び運用） 

第１１条 公的研究費の管理及び運用については、別に定める「公的研究費使用マニュアル」

に従って、行うものとする。 

 

（不正防止計画の策定及び実施） 

第１２条 最高管理責任者は、本学における公的研究費の管理及び運営について、不正の発生

の防止に努めなければならない。 

２ 統括管理責任者は、本学における公的研究費の管理及び運営について、不正があったとき

はその要因を把握し、及び分析するとともに、不正防止計画を策定し、及び推進し、コンプ

ライアンス推進責任者に当該不正防止計画を提示しなければならない。 

３ コンプライアンス推進責任者は、当該部局において前項の規定に基づき、提示された不正

防止計画を実施し、その実施状況を事業年度ごとに統括管理責任者に報告しなければならな



い。 

４ 統括管理責任者は、不正防止計画の実効性を高めるため、当該不正防止計画を定期的又は

適時に見直さなければならない。 

 

（不正防止計画の推進部署）  

第１３条 本学全体の不正防止対策の取組を確保する観点から、管理課管理係が、公的研究費

に関する不正防止計画を推進する。 

２ 管理課管理係は、統括管理責任者とともに、不正防止計画に基づき必要な対策を策定し、

及び実施し、その実施状況を確認する。 

３ 管理課管理係は、内部監査室と連携し、不正使用の発生要因を究明するとともに、本学全

体の状況を体系的に整理し、及び評価する。 

 

（不正使用に係る調査の体制等） 

第１４条 公的研究費の不正使用に係る本学の対応については、関西看護医療大学研究活動に

おける不正行為等に係る対応に関する細則（以下「細則」という。）に定める。 

 

（内部監査室） 

第１５条 本学における公的研究費の管理及び運営の執行を監査する部門として、最高管理責

任者の下に、内部監査組織として内部監査室を置く。 

２ 内部監査室は、次に掲げる職務を所掌する。 

(１) 公的研究費の適正な管理のため、本学全体の観点から、モニタリング及び監査体制を

整備すること。 

(２) 監査を効率的かつ効果的に進めるため、本学の研究環境等を勘案して、適切な監査計

画を策定し、及び公的研究費の不正使用の危険性のある項目に対して重点的かつ効果的に

監査を行うこと。 

(３) 適切な監査計画に基づき、定期的に監査を実施すること。 

３ 内部監査室は、必要があると認められる場合は、学校法人関西看護医療大学の監事及び会

計監査人に監査の過程で発見した事項を報告し、及び本学として、必要な対応を検討するも

のとする。 

４ 内部監査室は、内部監査により公的研究費の不正使用又はその兆候があると認められる場

合は、速やかに最高管理責任者に報告するものとし、最高管理責任者は、細則に基づく報告

があった場合に準じて取り扱うものとする。 

５ 内部監査室が実施した監査における監査結果等は、不正防止に係るコンプライアンス教育

において活用するものとする。 

 

（懲罰） 

第１６条 細則に基づく調査の結果、公的研究費の不正使用の事実が認められた場合は、学校

法人関西看護医療大学就業規則及び学校法人関西看護医療大学教職員懲戒規程に基づき、厳

正に処分等必要な措置を講ずるものとする。 

 

（取引停止等）  

第１７条 最高管理責任者は、物品の購入及び労務の提供等の契約に関し、研究代表者等、当



該契約に関わる本学教職員、管理課又は非常勤雇用者との間で癒着若しくは不正が認められ

る場合は、取引停止、契約解除等の措置を講ずるものとする。  

 

（取扱いルールの周知徹底）  

第１８条 最高管理責任者は、公的研究費の適正かつ円滑な執行を確保するため、研究者等及

び事務局職員に、次に掲げる方法により公的研究費の取扱いルールの統一化及びその周知徹

底を図るものとする。  

(１) 公的研究費の使用に関する法令及びガイドライン等の周知徹底  

(２) 事務処理手続に関する研修の実施  

(３) 公的研究費の取扱いに関するルールの適宜見直し及びホームページによる本学内外

への公表  

 

（事務処理に関する相談窓口の設置）  

第１９条 本学における公的研究費に係る事務処理手続に関し、適正な運用を図るため、管理

課管理係に相談窓口を置く。  

 

（通報窓口の設置） 

第２０条 本学における公的研究費の不正使用に関する通報及び告発を本学内外から受けるた

め、管理課管理係に通報窓口を置く。 

 

（補則） 

第２１条 この規程に定めるもののほか、公的研究費の取扱いに関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

この規程は、平成２８年６月８日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２９年３月１３日から施行し、平成２９年３月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、令和５年８月２３日から施行する。 

 


